
 

堺市立図書館における図書館資料等の利用に関する要綱 
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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、堺市立図書館管理運営規則（平成１１年教育委員会規則第１号。

以下「規則」という。）第７条第２項第３号及び第４号、第８条第５項、第１０条第

４項、第１１条第５号、第１２条、第１３条、第１４条第２項第２号及び第３号並び

に第５項並びに第１９条の規定に基づき、堺市立図書館（以下「図書館」という。）

における図書館資料等の利用について必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

 (1) 図書館資料 規則第７条第１項に規定する図書館資料をいう。 

 (2) 登録 規則第７条第１項の登録をいう。 

 (3) 登録利用者 規則第 7条第１項の規定により登録を受けたものをいう。 

   第２章 図書館資料等の利用 

    第１節 登録 

 （登録の対象） 

第３条 規則第７条第２項第３号の教育長が適当と認めるものは、次の各号のいずれに

も該当するものとする。 

(1) 図書館資料の利用の目的が、教育及び文化の向上に寄与するものであること。 

(2) 図書館資料の利用により、活動に多大の効果が見込まれること。 

(3) 図書館資料を継続して利用すること。 

２ 規則第７条第２項第４号の教育長が適当と認めるものは、次のとおりとする。 

(1) 本市との間で図書館資料の貸出しに関する協定を締結した地方公共団体の区域

内に住所を有する者 



 

(2) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条第４号に規定する図書館資料の相

互貸借（以下「図書館間協力貸出」という。）を行う法人その他の団体 

(3) 前２号に掲げるもののほか、中央図書館長が適当と認めるもの 

 （貸出カード） 

第４条 教育長は、規則第８条第２項の規定による届出を受けたときは、当該届出を行

った登録利用者に対し、図書貸出カードを再交付することができる。 

２ 図書貸出カードの有効期間は、４年とする。ただし、中央図書館長が特に認めると

きは、この限りでない。 

    第２節 図書館資料の貸出し等 

（図書館資料の予約等） 

第５条 インターネット、電気通信機器等を利用して、図書館資料の予約、貸出期間の

延長等をしようとする登録利用者（法人その他の団体（家庭・地域文庫（自宅又は本

市の区域内の施設において、周辺に在住する児童等を対象として、図書館資料を貸し

出し、又は閲覧に供するものをいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）である登録利

用者にあっては、図書館間協力貸出を行うものに限る。次条において同じ。）は、あ

らかじめパスワード（正当な利用者であることを認証するために使用される文字列情

報をいう。以下同じ。）の発行を受けなければならない。  

（パスワードの利用等） 

第６条 前条の規定によりパスワードの発行を受けた登録利用者（次項及び次条におい

て「パスワード利用者」という。）は、パスワードをみだりに他に漏らしてはならな

い。 

２ パスワード利用者は、パスワードを変更し、又はパスワードの利用を中止しようと

するときは、その旨を教育長に届け出なければならない。 

 （パスワードの利用の停止等） 

第７条 パスワード利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、パスワードの利用

を停止し、又は禁止することができる。 

 (1) 不正な手続によりパスワードを利用したとき。 

 (2) パスワードの利用に係る設備又はデータを損傷したとき。 

 (3) パスワードを他に漏らし、よって本市に損害を与えたとき。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、パスワードの利用が適当でないと教育長が認めると

き。 

 （登録利用者の遵守事項） 

第８条 図書館資料の貸出しを受けた登録利用者は、次の事項を遵守しなければならな

い。 

 (1) 善良な管理者の注意をもって図書館資料を管理すること。 

 (2) 図書館資料を転貸し、又は譲渡しないこと。 



 

 (3) 図書館資料を貸出しを受けた目的以外に使用しないこと。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、中央図書館長から指示されたこと。 

 （賠償等に対する措置） 

第９条 館長（中央図書館にあっては、総務課長。以下同じ。）は、規則第１７条第１

項の規定による届出（図書館資料に係るものに限る。）をしたものが当該届出をした

日から１か月が経過する日（この期日が適当でないと認めるときは、館長が定める日）

までに同項の規定による原状回復、代物弁償又は損害賠償（次項において「賠償等」

という。）をしないときは、書面、電話等により督促を行うものとする。 

２ 前項の規定による督促を受けたものが同項の届出をした日から３か月を経過する

日までに賠償等をしないときは、図書館資料の貸出しを停止し、又は禁止する。 

 （延滞に対する措置） 

第１０条 館長は、登録利用者が貸出しを受けた図書館資料を返却すべき日までに返却

しないときは、書面、電話等により督促を行うものとする。 

２ 前項の規定による督促を受けた登録利用者が前項の図書館資料を返却すべき日か

ら２か月を経過する日までに返却しないときは、図書館資料の貸出しを停止する。 

 （貸出しの停止等） 

第１１条 規則第１１条第５号の図書館資料の貸出しが適当でないと認めるものは、次

の各号のいずれかに該当するものとする。 

 (1) 専ら営利を目的として図書館資料を利用すると認められるもの 

 (2) 図書館資料を紛失し、又は損傷するおそれがあると認めるもの 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、館長が図書館資料の貸出しが適当でないと認めるも

の 

（団体貸出し） 

第１２条 法人その他の団体である登録利用者（別表第１において「団体」という。）

に対する図書館資料の貸出しの期間及び冊数は、別表第１のとおりとする。 

 （担当図書館） 

第１３条 次の各号に掲げる法人その他の団体が登録及び図書館資料の貸出しを受け

る図書館は、当該各号に掲げる図書館とする。 

(1) 本市の区域内に主たる事務所が存する法人その他の団体 当該事務所の所在地

を所管区域とする区の区域ごとに別表第２に掲げる図書館。ただし、家庭・地域文

庫にあっては、中央図書館 

(2) 法人その他の団体のうち前号に掲げるもの以外のもの 中央図書館長が定める

図書館 

 （利用の許可を要する図書館資料） 

第１４条 規則第１３条の教育長が特に指定した図書館資料は、次に掲げるもののうち

から中央図書館長が指定したものとする。 



 

 (1) 地域資料、地図、辞書、事典及び目録類 

 (2) 新聞、雑誌、官公報及び統計類 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、中央図書館長が定めるもの 

    第３節 複写 

 （複写の方法） 

第１５条 利用者は、図書館に備え付けられた利用者用複写機（以下「複写機」という。）

又は利用者用マイクロフィルムリーダープリンターにより図書館資料を複写するこ

とができる。 

 （複写の申込み） 

第１６条 利用者は、図書館資料を複写しようとするときは、別に定めるところにより

申込みをしなければならない。 

 （複写の制限） 

第１７条 規則第１４条第２項第２号に規定する教育長が別に定めるものは、図書館間

協力貸出を行う法人その他の団体から借り受けた図書館資料のうち、複写を禁止して

いないものとする。 

２ 規則第１４条第２項第３号に規定する教育長が別に定める図書館資料は、次のとお

りとする。 

 (1) 複写によって損傷を来すおそれがあり、又は保管上支障があると認めるもの 

 (2) 複写機の処理能力を超えるもの 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、複写することが適当でないと中央図書館長が認める

もの 

 （用紙の規格） 

第１８条 複写用紙の規格は、複写機を利用する場合にあっては日本工業規格Ａ列３番、

Ａ列４番、Ｂ列４番及びＢ列５番に、利用者用マイクロフィルムリーダープリンター

を利用する場合にあっては日本工業規格Ａ列３番に限るものとする。 

２ 規則第１４条第３項の規定による出力（以下単に「出力」という。）に係る用紙の

規格は、日本工業規格Ａ列４番に限るものとする。 

 （実費の負担） 

第１９条 図書館資料を複写する者は、実費として１枚当たり１０円（複写機を利用し

てカラーで複写をする場合は、５０円）を負担しなければならない。 

２ 出力をする者は、実費として１枚当たり１０円を負担しなければならない。 

    第４節 電子書籍 

 （電子書籍の利用の手続等） 

第２０条 第５条から第７条までの規定は、電子書籍（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記

録（以下この項において「電磁的記録」という。）であって、インター



 

ネットを通じた利用が可能とされたもの（図書館資料（電磁的記録を除

く。）と同等の内容を有するものに限る。）をいう。以下同じ。）について

準用する。この場合において、第５条中「法人その他の団体（家庭・地域文庫（自宅

又は本市の区域内の施設において、周辺に在住する児童等を対象として、図書館資料

を貸し出し、又は閲覧に供するものをいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）である

登録利用者にあっては、図書館間協力貸出を行うもの」とあるのは「個人である登録

利用者」と、第６条第２項中「パスワードの」とあるのは「パスワード若しくは電子

書籍の」と、第７条各号列記以外の部分中「パスワードの利用」とあるのは「パスワ

ード若しくは電子書籍の利用若しくは図書館資料の貸出し」と、同条第１号、第２号

及び第４号中「パスワード」とあるのは「パスワード又は電子書籍」と読み替えるも

のとする。 

２ 電子書籍の利用は、インターネットを通じて行うものとする。 

３ 電子書籍の利用は、無料とする。 

４ 電子書籍の利用期間は、１回につき２週間以内とする。 

５ 利用期間の延長は、前項に掲げる期間内に申出のあった場合に限り、利用期間の末

日の翌日から起算して２週間を限度として認めることができる。 

６ 次条の規定により電子書籍の利用に係る業務が休止されたときは、当該休止に係る

期間は、前２項に掲げる期間に算入しない。 

７ 利用することができる電子書籍の点数は、１人につき３点以内とする。 

 （業務の休止） 

第２１条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、電子書籍の利用に係る業

務の全部又は一部を休止することができる。 

 (1) 電子書籍の利用に係る設備の保守点検、更新等を行う必要があるとき。 

 (2) 天災地変その他不可抗力により電子書籍の利用に係る設備が損傷したとき。 

 (3) 前２号に掲げる場合のほか、電子書籍の利用に係る業務を休止する必要があると

認めるとき。 

    第５節 図書館資料の利用の特例 

 （図書館資料の予約等の特例） 

第２２条 第３条第２項第１号に掲げる者のうち、大阪市の区域内に住所を有する登録

利用者は、図書館資料の予約及び電子書籍の利用をすることができる。 

   第３章 雑則 

 （端末機の利用） 

第２３条 図書館に備え付けられた利用者用インターネット端末機（以下この条におい

て「端末機」という。）を利用しようとする者は、図書貸出カードその他の登録利用

者であることを証明する書類を教育長に提示し、又は提出しなければならない。 

２ 端末機の利用時間は、開館時間内において、１回につき３０分を上限とする。 



 

３ 端末機の利用は、出力を除き、無料とする。 

４ 端末機の利用の許可を受けた者は、端末機の利用に当たり、係員の指示に従わなけ

ればならない。 

５ 教育長は、端末機を不正に利用した者その他端末機の利用が適当でないと認める者

については、端末機の利用を停止することができる。 

 （委任） 

第２４条  この要綱の施行について必要な事項は、中央図書館長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 （堺市立図書館資料の複写等に関する要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は、廃止する。 

 (1) 堺市立図書館資料の複写等に関する要綱（平成元年制定） 

 (2) 堺市立図書館資料団体貸出要綱（平成７年制定） 

 (3) 堺市立図書館電子書籍利用要綱（平成２３年制定） 

 （堺市立図書館資料団体貸出要綱の廃止に伴う経過措置） 

３ この要綱の施行前に前項第２号の規定による廃止前の堺市立図書館資料団体貸出

要綱の規定によりなされた図書館資料の貸出しに係る処分、手続その他の行為は、こ

の要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

 （堺市立図書館電子書籍利用要綱の廃止に伴う経過措置） 

４ この要綱の施行前に附則第２項第３号の規定による廃止前の堺市立図書館電子

書籍利用要綱の規定によりなされた電子書籍の利用に係る処分、手続そ

の他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の

行為とみなす。  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行前にされた規則第１７条第１項の規定による届出（図書館資料に係

るものに限る。）は、この要綱の施行の日においてされた届出とみなす。 

   附 則 

この要綱は、平成２７年１０月１日から施行し、改正後の第４条第２項の規定は、平 

成２７年４月１日から適用する。 

 



 

別表第１（第１２条関係） 

団体の種類 貸出用途 貸出冊数 貸出期間 

小学校・中学校・高等

学校・特別支援学校 

読書用 

当該学校の学級数×

４０冊。ただし、５

００冊を限度とす

る。 

貸出しを受けた日か

ら当該日の属する年

度の末日まで 

調べ学習用 

１テーマにつき５０

冊。ただし、２００

冊を限度とする。 

１か月。ただし、貸

出しを受けた日の属

する月が３月のとき

は、同月末日まで 

幼稚園・保育所(園) 

読書用 ２００冊 

貸出しを受けた日か

ら当該日の属する年

度の末日まで 

調べ学習用 

１テーマにつき５０

冊。ただし、２００

冊を限度とする。 

１か月。ただし、貸

出しを受けた日の属

する月が３月のとき

は、同月末日まで 

家庭・地域文庫  ８００冊 １年 

上記以外の団体  

２００冊を超えない

範囲内において、教

育長が別に定める冊

数 

６か月を超えない範

囲内において、教育

長が別に定める期間 

 

別表第２（第１３条関係） 

所管区域 図書館 

堺区の区域 中央図書館 

中区の区域 中図書館 

東区の区域 東図書館 

西区の区域 西図書館 

南区の区域 南図書館 

北区の区域 北図書館 

美原区の区域 美原図書館 

 


